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防
犯
・
防
災
・
交
通
部
会
恒
例
の 

秋
の
ロ
⒲
ド
ミ
ラ
⒲
清
掃
！ 

   

港
地
区
で
は
、
地
区
住
民
の
方
へ
の
新
企
画
を
考
案

し
ま
し
た
。
第
一
回
目
の
１
０
月
８
日
は
、
岩
下
牛
乳

店
さ
ん
を
講
師
に
迎
え
、星
原
公
民
館
で
骨
密
度
測
定

と
健
康
教
室
を
開
催
し
ま
し
た
。 

こ
の
会
の
趣
旨
は
左
記
の
３
項
目
を
目
標
に
、
港
地

区
の
活
性
化
を
促
す
も
の
で
す
。 

    

◆ 

今
回
の
テ
ổ
マ
は
骨
密
度
と
カ
ル
シ
ウ
ム 

９
月
２
１
日
か
ら
３
０
日
ま
で
の
鹿
児
島
県
に
よ
る

秋
の
交
通
安
全
運
動
に
先
立
ち
、
防
犯
・
防
災
・
交
通

部
会
で
は
、
９
月
２
０
日
に
、
ロ
ổ
ド
ミ
ラ
ổ
清
掃
を

行
い
ま
し
た
。 

今
回
は
、
水
引
小
学
校
か
ら
水
引
こ
ど
も
園
ま
で
の

６
箇
所
９
個
が
ピ
カ
ピ
カ
に
な
り
ま
し
た
。 

港
地
区
⎞
⎙
茶
話
会
＆ 

健
康
体
操
会
⍿
⏣
⏩
␢
⏲ 

① 

茶
話
会
を
き
⒡
か
け
に
お
友
達
と
再
会 

② 

歌
い
な
が
ら
運
動
を
行
い
認
知
症
予
防 

③ 

交
流
の
き
⒡
か
け
が
で
き
⒍
孤
立
防
止 

【先ずは骨密度チェックをして今の自分を知ろう】 

後
出
し
体
じ
Ỷ
ん
け
ん
で 

岩
下
牛
乳
店
さ
ん
と
勝
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１
０
月
１
０
日
に
西
部
消
防
署
の
職

員
の
指
導
の
元
、水
引
コ
ミ
ἁ
ニ
テ
ỻ
セ

ン
タ
ổ
で
防
災
訓
練
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

今
回
も
自
主
学
級
か
ら
尺
八
教
室
と

太
極
拳
の
皆
様
に
参
加
い
た
だ
き
、本
格

的
な
避
難
訓
練
が
で
き
ま
し
た
。 

統
制
を
執
ỵ
た
の
は
防
火
管
理
者
の

古
栫
草
道
公
民
館
⾧
と
防
犯
防
災
交
通

部
会
の
大
迫
部
会
⾧
で
し
た
。 

日
頃
か
ら
火
事
に
対
す
る
心
構
え
が

必
要
で
す
。
尚
、
被
服
に
点
い
た
火
を
消

す
に
は
、そ
の
場
で
寝
転
が
る
方
が
良
い

ら
し
い
で
す
。 

当
紙
面
を
カ
ラ
ổ
又
は
拡
大
し
て
ご

覧
に
な
れ
ま
す
。
左
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ổ
ド

を
ス
マ
ホ
で
読
み
取
る
と
簡
単
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

水
引
地
区
か
ら
の

お
知
ら
せ
の
下
に

水
引
地
区
コ
ミ
ἁ

ニ
テ
ỻ
協
議
会
便

り
が
あ
り
ま
す
。 

コミセン窓から 

火
事
だ
！
火
事
だ

 
  

１
０
月
９
日
に
、
水
引
コ
ミ
ἁ
ニ
テ
ỻ

協
議
会
の
運
営
委
員
会
が
当
館
１
階
会
議

室
で
開
催
さ
れ
、
本
年
度
前
期
の
報
告
と
、

後
期
の
予
定
確
認
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

運
営
委
員
会
は
各
部
会
⾧
、
六
公
民
館

⾧
、
評
議
員
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。 

後
期
⎞
向
⎄
⎙ 

運
営
委
員
会
⏅
開
催 

文
化
の
日
と
日
本
国
憲
法
の
関
係 

日
本
国
憲
法
は
１
９
４
７
年
５
月
３
日
か
ら
施
行
さ
れ

そ
の
日
が
「
憲
法
記
念
日
」
と
し
て
祝
日
と
な
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
公
布
の
日
は
、
文
化
を
重
ん
じ
る
日
と
し
て

文
化
の
日
と
命
名
し
、
従
来
の
明
治
天
皇
の
誕
生
日
の

「
明
治
節
」
を
継
続
す
る
形
で
祝
日
と
な
り
ま
し
た
。 

日
本
国
憲
法
の
三
大
原
則
は
「
主
権
在
民
」「
基
本
的

人
権
の
尊
重
」「
平
和
主
義
」
で
す
。
主
権
在
民
は
国
民

が
国
の
政
治
を
決
め
る
権
利
を
持
つ
こ
と
、
基
本
的
人
権

の
尊
重
は
す
べ
て
の
人
間
の
基
本
的
な
権
利
を
守
る
こ

と
、
平
和
主
義
は
戦
争
を
し
な
い
こ
と
を
定
め
た
原
則
で

す
。
ま
た
憲
法
は
「
民
法
」「
刑
法
」「
商
法
」「
民
事
訴

訟
法
」「
刑
事
訴
訟
法
」
を
加
え
て
「
六
法
(
ろ
ỵ
ぽ

う
)」
と
呼
ば
れ
る
、
６
つ
の
主
要
な
法
律
の
ひ
と
つ
で

す
が
、
す
べ
て
の
法
律
は
こ
の
憲
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
国
の
最
高
法
規
で
も
あ
り
ま
す
。 

「
主
権
在
民
(
し
ỷ
け
ん
ざ
い
み
ん
)」
と
は
、
国
の

政
治
の
最
高
意
志
決
定
権
が
国
民
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し

ま
す
。
こ
れ
は
「
国
民
主
権
」
と
も
同
義
で
、
国
民
が
主

権
者
で
あ
る
と
い
う
政
治
思
想
で
す
。
国
民
不
在
の
政
治

を
さ
せ
な
い
こ
と
が
、
国
民
の
大
切
な
権
利
で
あ
り
義
務

で
も
あ
る
と
筆
者
は
思
い
ま
す 

 
 

 
 

 

(
大
迫
) 

文
化
の
日
と
は
、
日
本
国
憲
法
が
公
布
さ
れ
た

１
９
４
６
年
１
１
月
３
日
の
精
神
に
基
づ
き
、
こ

の
日
は
「
自
由
と
平
和
を
愛
し
、
文
化
を
す
す
め

る
日
」
と
し
て
１
９
４
８
年
に
制
定
さ
れ
た
国
民

の
祝
日
で
す
。 

小
中
学
生
の
通
学
路
で
あ
る
３
号

線
の
井
手
平
橋
周
辺
の
歩
道
は
、
伸
び

き
ỵ
た
雑
草
が
児
童
ら
の
行
く
手
を 

阻
ん
で
い
ま
し
た
。 

青
パ
ト
隊
員
で
自
治
連
合
部
会
⾧

で
も
あ
る
小
松
高
行
さ
ん
の
働
き
か

け
が
、
国
交
省
阿
久
根
維
持
出
張
所
の

重
い
腰
を
動
か
し
て
も
ら
え
ま
し
た
。 

足
元
す
ỵ
き
り
で
今
日
も
ご
安
全
に
。 

秋
の
交
通
安
全
運
動
期
間 

ス
⒫
キ
リ
と
な
り
ま
し
た
！ 

中村会⾧ 楢木副会⾧ 


